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１ 計画の策定にあたって 

本市では、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担

う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的として、

平成１５年７月に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、平成１７年４

月に特定事業主行動計画を策定しました。 

その後、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人

権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経

済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的として、平成２

７年９月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進

法」という。）」が制定され、新たに同法に基づく特定事業主行動計画を定めることと

されたことに伴い、平成２８年４月に「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍

推進法」の両法律に基づく特定事業主行動計画を一体的に策定し、これまで計画に従

い取組みを進めてきました。 

この度、各法律の有効期限が、「次世代育成支援対策推進法」においては令和１６年

度まで、「女性活躍推進法」においては令和１７年度までに延長されたため、本市にお

いても新たに特定事業主行動計画を策定し、引き続き両法律が目指す社会の実現に向

けた取組みを進めていきます。 

 

２ 計画期間 

  延長後の各法律の有効期限のうち、一定期間を区切って計画を実施することとされ

ており、本計画では、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までを計画期間と

します。 

 

３ 目標 

（１）男性職員の育児休業取得 

配偶者が出産した男性職員のうち育児休業を取得した割合 

目標（令和１２年度） ８５．０％以上 

【前計画期間における状況】 

 

 

目標 
実績 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１３．０％ 

以上 
４０．０％ ５０．０％ ４０．０％ ６６．７％ ７８．９％ 
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育児休業を取得した男性職員のうち１月を超えて取得した割合 

目標（令和１２年度） １００．０％以上 

【前計画期間における状況】 

 

 

（２）職員の超過勤務 

管理職を除く職員１人当たりの年間に超過勤務した時間の計  

目標（令和１２年度） １２０時間以下 

【前計画期間における状況】 

 

 

（３）女性職員の管理職登用 

管理職員のうち女性職員が登用された割合  

目標（令和１２年度） ３４．０％以上 

【前計画期間における状況】 

 

目標 
実績 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

設定なし ５０．０％ ２０．０％ ５０．０％ ７１．４％ ７３．３％ 

目標 
実績 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１２０時間

以下 
１３９時間 １５２時間 １６６時間 １６０時間 １６０時間 

目標 
実績 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１７．０％

以上 
８．３％ ９．６％ １０．１％ １４．２％ １６．３％ 
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４ 取組内容 

（１）妊娠中及び出産後における配慮 

具体的な取組内容 実施時期 

① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度

について周知を図る。 
継続実施 

② 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知を図る。 継続実施 

③ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。 継続実施 

④ 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を原則として命じない

こととする。 
継続実施 

 

（２）男性職員の子育て目的の休暇等の取得促進 

具体的な取組内容 実施時期 

配偶者の出産時における特別休暇（３日間）及び子の養育における特別休暇

（５日間）の取得促進を図る。 
継続実施 

 

（３）育児休業等を利用しやすく、育児休業後に職場復帰しやすい環境の整備 

具体的な取組内容 実施時期 

ア 男性職員の育児休業等の取得促進 

 
男性職員も育児休業等を取得できることについての周知等、男性職員の育

児休業等の取得を促進するための措置を実施する。 
継続実施 

イ 育児休業等の周知 

 
育児休業等の制度の趣旨及び内容や休業期間中の育児休業手当金の支給

等の経済的な支援措置について、職員に対して周知する。 
継続実施 

ウ 育児休業等経験者に関する情報提供 

 
育児休業等を実際に取得した職員の体験談を情報提供することにより、育

児休業等の取得を希望する職員の不安の軽減を図る。 
継続実施 

エ 育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

 
育児休業等に対する職場の意識改革を進め、育児休業等を取得しやすい雰

囲気を醸成する。 
継続実施 

オ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

 

職員が円滑に職場に復帰できるよう、本人の意欲・能力をいかしながら働

くことのできる職場環境の整備に向けた取組や、職場復帰に際して研修そ

の他の必要な支援を行う。 

継続実施 

カ 育児休業等を取得した職員の代替要員の確保等 

 

育児休業等を取得した職員の業務を円滑に処理することができるよう、当

該育児休業等の期間について当該業務を処理するための代替要員確保や、

業務内容や業務体制の見直し等を行う。 

継続実施 

キ 男女がともに仕事と子育てを両立できる環境の整備 

 

① 女性職員の活躍を推進するための研修等を実施し、子育てを行う女性

職員のキャリアの再構築やワーク・ライフ・バランスの実現を支援す

る。 

継続実施 
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② 出産を控えている全ての職員に対し、管理職員による面談を行い、各

種両立支援制度（育児休業、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇

等）の活用促進やキャリアプランに関する助言を行う。 

継続実施 

③ 管理職員を対象にした意識改革や職場マネジメントに関する研修を

実施する。 
継続実施 

 

（４）柔軟な働き方を実現するための取組の実施 

具体的な取組内容 実施時期 

働き続けながら子育てを行う職員が子育てのための時間を確保できるように

するため、こどもを育てる職員のうち希望する者が利用できる制度の周知に

努める。 

継続実施 

 

（５）子育てのために必要な時間帯や勤務地に関する配慮 

具体的な取組内容 実施時期 

こどもの規則的な生活習慣などのために職員の勤務時間帯に配慮が必要な場

合に、その事情に配慮した措置を実施する。また、就業場所の変更を伴う配置

の変更を行う場合には、職員の子育ての状況に配慮する。 

継続実施 

 

（６）子や家庭の状況に応じた両立支援の実施 

具体的な取組内容 実施時期 

職員の子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合、ひとり親家庭な

ど、子の心身の状況や職員の家庭の状況により職業生活と家庭生活の両立に

支障となる事情がある場合に、その事情に配慮した措置を実施する。 

継続実施 

 

（７）超過勤務の縮減 

具体的な取組内容 実施時期 

ア 小学校就学の始期に達するまでのこどものいる職員の深夜勤務及び超過勤務の制限の制

度の周知 

 
職員に対して、職業生活と家庭生活の両立を支援するための深夜勤務及び

超過勤務の制限の制度について周知する。 
継続実施 

イ 一斉定時退庁日等の実施 

 

① ノー残業デーを設け、極力超過勤務を命令しないようにする。 継続実施 

②     定時退庁できない職員が多い部署を人事課が把握し、管理職員への指導

の徹底を図る。 
継続実施 

ウ 事務の簡素合理化の推進 

 

① 常に業務内容の見直しを行い、事務の効率化を推進する。 継続実施 

② 品質マネジメントシステムに基づく業務標準及び手順書に従って業務を

進めることにより、効率的な事務遂行を図る。 
継続実施 

③ 特定の職員に超過勤務が集中しないよう、業務配分等の見直しを常に

実施する。 
継続実施 

④ 会議・打合せについては、会議運営に関するガイドラインに基づき、

効率的に行う。 
継続実施 
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エ 超過勤務の縮減のための意識啓発等 

 

① 管理職員が自ら内部事務システムにて超過勤務の状況を確認するよ

う徹底し、超過勤務に関する意識の向上を図る。 
継続実施 

② 超過勤務の多い職場の管理職員からのヒアリングを行った上で、注意

喚起を行う。 
継続実施 

オ 勤務時間管理の徹底等 

 
管理職員が自ら内部事務システムにて出退勤時の打刻情報を確認するよ

う徹底し、所属職員の勤務状況を的確に把握する。 
継続実施 

 

（８）休暇の取得の促進 

具体的な取組内容 実施時期 

ア 年次有給休暇の取得の促進 

 

① 職員が年間の年次有給休暇の取得目標日数を設定し、その確実な実行

を図る。 
継続実施 

② 内部事務システム掲示板を通じて、人事課から定期的に休暇の取得促

進を徹底させ、職場の意識改革を行う 
継続実施 

③ 管理職員に対して所属職員の年次有給休暇の取得状況を把握させ、計

画的な年次有給休暇の取得を指導させる。 
継続実施 

④ 夏季及び冬季に年次有給休暇の取得促進の周知をすることにより、計

画的な年次有給休暇の取得促進を図る。 
継続実施 

⑤ 安心して職員が年次有給休暇の取得ができるよう、事務処理において

相互応援ができる体制を整備する。 
継続実施 

イ 連続休暇等の取得の促進 

 

① こどもの検診・予防接種や学校行事における年次有給休暇の取得促進

を図る。 
継続実施 

② 国民の祝日や夏季休暇とあわせた年次有給休暇の取得促進を図る。 継続実施 

③ ４月１日において勤続 10年、20年又は 30年に達した日から１年

以内の期間に取得できるリフレッシュ休暇や年次有給休暇を利用し

た連続休暇の取得促進を図る。 

継続実施 

④ 仕事納め式及び仕事始め式の廃止による、年末年始前後の年次有給休

暇の取得促進を図る。 
継続実施 

ウ こどもの看護等のための特別休暇・年次有給休暇の取得促進 

 

① 検診・予防接種など子の看護休暇等の特別休暇(一年度５日以内、子

が２人以上いる場合は、１０日以内）を周知するとともに、その取得

を希望する職員に対して、100％取得できる雰囲気の醸成を図る。 

継続実施 

② 配偶者の出産予定日８週間前から産後 8 週間までの間に当該出産に

係る子又は小学校就学前の子の養育のため（5 日以内 1 日又は 1 時

間単位）の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員に

対して、100％取得できる雰囲気の醸成を図る 

継続実施 

③ 子の看護等のための年次有給休暇の取得を希望する職員に対して、

100％取得できる雰囲気の醸成を図る。 
継続実施 
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（９）職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組 

具体的な取組内容 実施時期 

職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の働きやすい環境を阻害する

職場における慣行その他の諸要因を解消するため、管理職を含めた職員全員を

対象として、情報提供、研修等による意識啓発を行う。 

継続実施 

 

（１０）人事評価への反映 

具体的な取組内容 実施時期 

仕事と生活の調和の推進に資するような効率的な業務運営や良好な職場環境

づくりに向けて採られた行動については、人事評価において適切に評価を行

う。 

継続実施 

 

（１１）女性職員の管理職等への登用推進 

具体的な取組内容 実施時期 

① 出産・子育て・介護など個々の女性職員の事情に応じて、柔軟な人事プラ

ンを作成する。 
継続実施 

② 女性職員を多様なポストに積極的に配置する。 継続実施 

③ 係長・課長補佐・課長の各役職段階における昇格候補者の確保を念頭に置

いた人材育成を行う。 
継続実施 

④ 女性職員のみを対象とする研修や、外部研修（自治大学校、市町村アカデ

ミー等）への派遣を行う。 
継続実施 

 


